
平
成
二
十
三
年
十
二
月
七
日
提
出

質

問

第

一

二

一

号

国
際
的
な
人
権
諸
条
約
の
締
結
及
び
実
施
、
な
ら
び
に
外
国
人
の
年
金
や
教
育
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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国
際
的
な
人
権
諸
条
約
の
締
結
及
び
実
施
、
な
ら
び
に
外
国
人
の
年
金
や
教
育
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
に
住
む
外
国
人
は
、
二
百
十
三
万
四
千
百
五
十
一
人
と
な
り
（
二
〇
一
〇
年
末
現
在
、
外
国
人
登
録
者
数
）
、
そ
の
出

身
国
（
地
域
）
数
は
百
九
十
一
カ
国
ま
で
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
登
録
者
数
に
表
わ
れ
な
い
「
日
本
籍
外
国
人
」

「
二
重
国
籍
日
本
人
」
も
急
増
し
て
い
る
。
日
本
社
会
で
は
こ
の
よ
う
に
多
国
籍
化
、
多
民
族
化
が
進
行
し
て
お
り
、
そ
の
現

実
に
対
応
す
る
法
制
度
の
整
備
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条

に
基
づ
く
第
三
回
報
告
」
を
国
連
に
提
出
し
た
。
提
出
を
う
け
て
国
連
・
社
会
権
規
約
委
員
会
は
来
年
二
〇
一
二
年
五
月
、
第

四
十
八
回
事
前
作
業
部
会
で
こ
の
日
本
政
府
報
告
書
に
関
す
る
事
前
質
問
を
日
本
政
府
に
通
知
し
、
同
年
十
一
月
の
第
四
十
九

回
委
員
会
で
審
査
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

国
連
人
権
理
事
会
の
一
員
で
あ
る
日
本
政
府
が
真
摯
な
姿
勢
で
社
会
権
規
約
委
員
会
の
審
査
に
臨
む
こ
と
を
期
待
す
る
立
場

か
ら
、
実
り
あ
る
委
員
会
審
査
を
可
能
に
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
一
一
年
六
月
の
国
連
人
権
理
事
会
で
、
日
本
が
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
個
人
通
報
制
度
に
関
す
る
新
議
定
書
案
の
共

同
提
案
国
と
な
っ
た
こ
と
は
、
個
人
通
報
制
度
に
対
す
る
積
極
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
が
、
国
際
人
権
諸

一



条
約
の
個
人
通
報
制
度
の
締
結
に
向
け
た
方
針
な
ら
び
に
準
備
状
況
を
、
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

自
由
権
規
約
委
員
会
は
二
〇
〇
八
年
十
月
、
日
本
政
府
に
対
し
、
「
締
約
国
は
、
外
国
人
を
国
民
年
金
制
度
か
ら
差
別
的

に
排
除
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
国
民
年
金
法
の
年
齢
制
限
規
定
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
外
国
人
の
た
め
経
過
措

置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
勧
告
し
た
（
総
括
所
見
第
三
十
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
ま
た
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
で
も
二
〇
一
〇

年
二
月
、
第
七
十
六
会
期
の
日
本
審
査
に
お
い
て
、
同
委
員
会
の
委
員
が
同
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
勧
告
や

指
摘
を
ふ
ま
え
、
経
過
措
置
導
入
に
向
け
た
具
体
的
検
討
の
状
況
と
導
入
の
見
通
し
、
な
ら
び
に
い
か
な
る
経
過
措
置
の
導

入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

出
生
地
は
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
で
あ
り
、
個
々
人
の
第
一
言
語
や
文
化
に
も
影
響
す
る
の

で
、
在
留
外
国
人
に
関
す
る
政
策
を
検
討
す
る
際
の
大
変
重
要
な
要
素
と
な
り
う
る
と
考
え
る
。
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
外

国
人
の
数
も
確
実
に
増
加
し
て
い
る
と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
四
十
九
年
を
最
後
に
在
留
外
国
人
統
計
か
ら

出
生
地
欄
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
出
生
地
別
の
統
計
を
把
握
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
在
留
外
国
人
統
計
か
ら
出
生
地
欄
が

削
除
さ
れ
た
理
由
及
び
削
除
に
至
っ
た
経
緯
な
ら
び
に
、
出
生
地
欄
を
再
度
付
加
す
る
方
針
の
有
無
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二



四

社
会
権
規
約
第
十
三
条
二
項
ｂ
の
中
等
教
育
に
お
け
る
「
無
償
教
育
の
漸
進
的
導
入
」
に
つ
い
て
日
本
は
留
保
し
て
い
る

が
、
同
条
項
の
要
請
に
も
鑑
み
て
二
〇
一
〇
年
四
月
に
高
等
学
校
無
償
化
法
を
制
定
し
、
公
立
高
校
の
授
業
料
無
償
化
と
、

私
立
高
校
等
の
授
業
料
負
担
の
軽
減
を
実
現
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
高
校
等
の
中
退
率
を
大
幅
に
引
き
下
げ
る
成
果

を
得
た
と
理
解
し
て
い
る
。
係
る
状
況
に
鑑
み
、
当
該
の
留
保
を
撤
回
す
る
方
針
は
あ
る
か
。

五

「
教
育
に
対
す
る
権
利
」
は
、
社
会
権
規
約
第
十
三
条
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
者
」
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
き
二
〇
一
二
年
七
月
に
導
入
さ
れ
る

新
た
な
在
留
管
理
制
度
に
よ
っ
て
、
非
正
規
滞
在
の
外
国
人
の
「
教
育
に
対
す
る
権
利
」
の
保
障
が
後
退
す
る
懸
念
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
在
留
資
格
の
な
い
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
教
育
機
関

へ
の
受
け
入
れ
や
就
学
案
内
の
あ
り
方
、
ま
た
入
管
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
通
報
義
務
等
に
つ
い
て
の
格
段
の
配

慮
、
自
治
体
に
お
け
る
対
応
の
円
滑
化
を
図
る
措
置
の
あ
り
方
に
関
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


